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(57)【要約】
本開示の態様は、サブ１ＧＨｚ（Ｓ１Ｇ）帯域中のネイ
バーアウェアネットワーク（ＮＡＮ）のためのヌメロロ
ジーおよびフレームのための技法を提供する。いくつか
の態様によれば、ワイヤレス通信のための装置が提供さ
れる。本装置は、概して、第１の間隔に従って発生する
ネットワークのための第１のタイプの発見ウィンドウの
発生を決定することと、第１の間隔よりも短い第２の間
隔に従って発生する第２のタイプの発見ウィンドウの発
生を決定することとを行うように構成された処理システ
ムと、ネットワークにおける送信のために、第１のタイ
プの発見ウィンドウまたは第２のタイプの発見ウィンド
ウのうちの少なくとも１つ中で、時間同期情報またはサ
ービス情報のうちの少なくとも１つを出力するように構
成された第１のインターフェースと、を含む。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信のための装置であって、
　　第１の間隔に従って発生する、ネットワークのための第１のタイプの発見ウィンドウ
の発生を決定することと、
　　前記第１の間隔よりも短い第２の間隔に従って発生する、前記ネットワークのための
第２のタイプの発見ウィンドウの発生を決定することと、
　を行うように構成された処理システムと、
　前記ネットワークにおける送信のために、前記第１のタイプの発見ウィンドウまたは前
記第２のタイプの発見ウィンドウのうちの少なくとも１つ中で、時間同期情報またはサー
ビス情報のうちの少なくとも１つを出力するように構成された第１のインターフェースと
、
　を備える、装置。
【請求項２】
　前記ネットワークに関連する少なくとも１つの他の装置から、前記第１のタイプの前記
発見ウィンドウまたは前記第２のタイプの前記発見ウィンドウのうちの少なくとも１つ中
で、前記時間同期情報または前記サービス情報のうちの少なくとも１つを取得するように
構成された第２のインターフェース、
　をさらに備える、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記処理システムは、前記装置に関連するロケーションまたは領域のうちの少なくとも
１つに基づいて、前記時間同期情報または前記サービス情報を取得するために使用する、
動作帯域内の１つまたは複数のチャネルのサブセットを決定するようにさらに構成された
、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記処理システムは、
　前記第１の間隔と、前記ネットワークにおいてデバイスによって使用される時間同期機
能（ＴＳＦ）とに基づいて、前記第１のタイプの前記発見ウィンドウの発生を決定するこ
とと、
　前記第２の間隔と前記ＴＳＦとに基づいて、前記第２のタイプの前記発見ウィンドウの
発生を決定することと、
　を行うように構成された、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記ネットワークはネイバーアウェアネットワーク（ＮＡＮ）を備える、請求項１に記
載の装置。
【請求項６】
　前記第１のタイプの前記発見ウィンドウは、少なくとも前記時間同期情報を通信するた
めのものであり、
　前記第２のタイプの前記発見ウィンドウは、少なくとも前記サービス情報を通信するた
めのものである、
　請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　前記第１のタイプの前記発見ウィンドウは第１の持続時間を有し、
　前記第２のタイプの前記発見ウィンドウは、前記第１の持続時間よりも短い第２の持続
時間を有する、
　請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　前記時間同期情報および前記サービス情報は、前記ビアサブ１ＧＨｚ（Ｓ１Ｇ）帯域内
で通信される、請求項１に記載の装置。
【請求項９】
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　前記処理システムは、前記時間同期情報または前記サービス情報を含むフレームを生成
するように構成され、
　前記第１のインターフェースは、前記第１のタイプの前記発見ウィンドウまたは前記第
２のタイプの前記発見ウィンドウのうちの少なくとも１つ中で、送信のために前記フレー
ムを出力するように構成された、
　請求項１に記載の装置。
【請求項１０】
　前記処理システムは、前記第１のタイプの前記発見ウィンドウの各発生において、送信
のために出力されるべき、前記時間同期情報を含むフレームを生成するように構成された
、請求項１に記載の装置。
【請求項１１】
　前記処理システムは、
　前記装置を第１の電力状態に入れることと、
　前記第１のタイプの前記発見ウィンドウまたは前記第２のタイプの前記発見ウィンドウ
のうちの少なくとも１つ中で前記フレームを送信するために、前記第１の電力状態から出
ることと、
　を行うように構成された、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記処理システムは、
　前記サービス情報を含むフレームを生成することと、
　前記装置を第１の電力状態に入れることと、
　前記第２のタイプの前記発見ウィンドウの発生のうちのサブセットにおいてのみ前記フ
レームを送信するために、前記第１の電力状態から出ることと、
　を行うように構成された、請求項１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記処理システムは、ショートプローブ応答フレームフォーマット、ショートビーコン
フレームフォーマット、またはショート管理フレームフォーマットに基づいて、前記フレ
ームを生成するように構成された、請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記ネットワークにおける装置のグループの識別情報は、前記フレームのアドレスフィ
ールド中に含まれる、請求項１２に記載の装置。
【請求項１５】
　前記装置のソースアドレスは、前記フレームのオプション要素フィールド中に含まれる
、請求項１２に記載の装置。
【請求項１６】
　前記ネットワークにおける装置のグループの短い識別情報が、装置の前記グループのよ
り長い識別情報に基づいて生成され、前記フレームのアドレスフィールド中に含まれてい
る、請求項１２に記載の装置。
【請求項１７】
　前記短い識別情報は、前記より長い識別情報のハッシュ、または前記より長い識別情報
の１つまたは複数の下位バイトを備える、請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　前記装置は、前記第１のタイプの前記発見ウィンドウまたは前記第２のタイプの前記発
見ウィンドウのうちの少なくとも１つ中で、前記時間同期情報を含むフレームを取得する
ように構成された第２のインターフェースをさらに備え、
　前記処理システムは、前記時間同期情報に基づいて内部クロックを更新するように構成
された、
　請求項１に記載の装置。
【請求項１９】
　前記処理システムは、
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　前記装置を第１の電力状態に入れることと、
　前記第１のタイプの前記発見ウィンドウまたは前記第２のタイプの前記発見ウィンドウ
のうちの少なくとも１つ中で前記フレームを取得するために、前記第１の電力状態から出
ることと、
　を行うように構成された、請求項１８に記載の装置。
【請求項２０】
　前記装置は、前記第１のタイプの前記発見ウィンドウまたは前記第２のタイプの前記発
見ウィンドウのうちの少なくとも１つ中で、前記サービス情報を含むフレームを取得する
ように構成された第２のインターフェースをさらに備え、
　前記処理システムは、前記サービス情報に基づいて、前記ネットワークにおいて利用可
能なサービスを決定することと、前記決定されたサービスに基づいて、前記ネットワーク
に加入することを試みるべきかどうかを決定することと、を行うように構成された、
　請求項１に記載の装置。
【請求項２１】
　前記処理システムは、
　前記装置を第１の電力状態に入れることと、
　前記第１のタイプの前記発見ウィンドウまたは前記第２のタイプの前記発見ウィンドウ
のうちの少なくとも１つ中で前記フレームを取得するために、前記第１の電力状態から出
ることと、
　を行うように構成された、請求項２０に記載の装置。
【請求項２２】
　前記処理システムは、
　前記第２のタイプの前記発見ウィンドウの発生のうちのサブセットにおいてのみ前記フ
レームを取得するために、前記第１の電力状態から出ること、
　を行うように構成された、請求項２１に記載の装置。
【請求項２３】
　装置によるワイヤレス通信のための方法であって、
　第１の間隔に従って発生する、ネットワークのための第１のタイプの発見ウィンドウの
発生を決定することと、
　前記第１の間隔よりも短い第２の間隔に従って発生する、前記のための第２のタイプの
発見ウィンドウの発生を決定することと、
　前記ネットワークにおける送信のために、前記第１のタイプの発見ウィンドウまたは前
記第２のタイプの発見ウィンドウのうちの少なくとも１つ中で、時間同期情報またはサー
ビス情報のうちの少なくとも１つを出力することと、
　を備える、方法。
【請求項２４】
　前記ネットワークに関連する少なくとも１つの他の装置から、前記第１のタイプの前記
発見ウィンドウまたは前記第２のタイプの前記発見ウィンドウのうちの少なくとも１つ中
で、前記時間同期情報または前記サービス情報のうちの少なくとも１つを取得すること、
　をさらに備える、請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　前記装置に関連するロケーションまたは領域のうちの少なくとも１つに基づいて、前記
時間同期情報または前記サービス情報を取得するために使用する、動作帯域内の１つまた
は複数のチャネルのサブセットを決定することをさらに備える、請求項２３に記載の方法
。
【請求項２６】
　前記第１のタイプの前記発見ウィンドウの前記発生は、前記第１の間隔と、前記ネット
ワークにおいてデバイスによって使用される時間同期機能（ＴＳＦ）とに基づいて決定さ
れ、
　前記第２のタイプの前記発見ウィンドウの前記発生は、前記第２の間隔と前記ＴＳＦと
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に基づいて決定される、
　請求項２３に記載の方法。
【請求項２７】
　前記ネットワークがネイバーアウェアネットワーク（ＮＡＮ）を備える、請求項２３に
記載の方法。
【請求項２８】
　前記第１のタイプの前記発見ウィンドウは、少なくとも前記時間同期情報を通信するた
めのものであり、
　前記第２のタイプの前記発見ウィンドウは、少なくとも前記サービス情報を通信するた
めのものである、
　請求項２３に記載の方法。
【請求項２９】
　前記第１のタイプの前記発見ウィンドウは第１の持続時間を有し、
　前記第２のタイプの前記発見ウィンドウは、前記第１の持続時間よりも短い第２の持続
時間を有する、
　請求項２３に記載の方法。
【請求項３０】
　前記時間同期情報および前記サービス情報は、前記ビアサブ１ＧＨｚ（Ｓ１Ｇ）帯域内
で通信される、請求項２３に記載の方法。
【請求項３１】
　前記時間同期情報または前記サービス情報を含むフレームを生成することと、
　前記第１のタイプの前記発見ウィンドウまたは前記第２のタイプの前記発見ウィンドウ
のうちの少なくとも１つ中で、送信のために前記フレームを出力することと、
　をさらに備える、請求項２３に記載の方法。
【請求項３２】
　前記第１のタイプの前記発見ウィンドウの各発生において、送信のために出力されるべ
き、前記時間同期情報を含むフレームを生成することをさらに備える、請求項２３に記載
の方法。
【請求項３３】
　前記装置を第１の電力状態に入れることと、
　前記第１のタイプの前記発見ウィンドウまたは前記第２のタイプの前記発見ウィンドウ
のうちの少なくとも１つ中で前記フレームを送信するために、前記第１の電力状態から出
ることと、
　をさらに備える、請求項３２に記載の方法。
【請求項３４】
　前記サービス情報を含むフレームを生成することと、
　前記装置を第１の電力状態に入れることと、
　前記第２のタイプの前記発見ウィンドウの発生のうちのサブセットにおいてのみ前記フ
レームを送信するために、前記第１の電力状態から出ることと、
　をさらに備える、請求項２３に記載の方法。
【請求項３５】
　ショートプローブ応答フレームフォーマット、ショートビーコンフレームフォーマット
、またはショート管理フレームフォーマットに基づいて、前記フレームを生成することを
さらに備える、請求項３４に記載の方法。
【請求項３６】
　前記ネットワークにおける装置のグループの識別情報は、前記フレームのアドレスフィ
ールド中に含まれる、請求項３４に記載の方法。
【請求項３７】
　前記装置のソースアドレスは、前記フレームのオプション要素フィールド中に含まれる
、請求項３４に記載の方法。
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【請求項３８】
　前記ネットワークにおける装置のグループの短い識別情報が、装置の前記グループのよ
り長い識別情報に基づいて生成され、前記フレームのアドレスフィールド中に含まれてい
る、請求項３４に記載の方法。
【請求項３９】
　前記短い識別情報は、前記より長い識別情報のハッシュ、または前記より長い識別情報
の１つまたは複数の下位バイトを備える、請求項３８に記載の方法。
【請求項４０】
　前記第１のタイプの前記発見ウィンドウまたは前記第２のタイプの前記発見ウィンドウ
のうちの少なくとも１つ中で、前記時間同期情報を含むフレームを取得することと、
　前記時間同期情報に基づいて内部クロックを更新することと、
　をさらに備える、請求項２３に記載の方法。
【請求項４１】
　前記装置を第１の電力状態に入れることと、
　前記第１のタイプの前記発見ウィンドウまたは前記第２のタイプの前記発見ウィンドウ
のうちの少なくとも１つ中で前記フレームを取得するために、前記第１の電力状態から出
ることと、
　をさらに備える、請求項４０に記載の方法。
【請求項４２】
　前記第１のタイプの前記発見ウィンドウまたは前記第２のタイプの前記発見ウィンドウ
のうちの少なくとも１つ中で、前記サービス情報を含むフレームを取得することと、
　前記サービス情報に基づいて、前記ネットワークにおいて利用可能なサービスを決定す
ることと、
　前記決定されたサービスに基づいて、前記ネットワークに加入することを試みるべきか
どうかを決定することと、
　をさらに備える、請求項２３に記載の方法。
【請求項４３】
　前記装置を第１の電力状態に入れることと、
　前記第１のタイプの前記発見ウィンドウまたは前記第２のタイプの前記発見ウィンドウ
のうちの少なくとも１つ中で前記フレームを取得するために、前記第１の電力状態から出
ることと、
　をさらに備える、請求項４２に記載の方法。
【請求項４４】
　前記第２のタイプの前記発見ウィンドウの発生のうちのサブセットにおいてのみ前記フ
レームを取得するために、前記第１の電力状態から出ること、
　をさらに備える、請求項４３に記載の方法。
【請求項４５】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　第１の間隔に従って発生する、ネットワークのための第１のタイプの発見ウィンドウの
発生を決定するための手段と、
　前記第１の間隔よりも短い第２の間隔に従って発生する、前記のための第２のタイプの
発見ウィンドウの発生を決定するための手段と、
　前記ネットワークにおける送信のために、前記第１のタイプの発見ウィンドウまたは前
記第２のタイプの発見ウィンドウのうちの少なくとも１つ中で、時間同期情報またはサー
ビス情報のうちの少なくとも１つを出力するための手段と、
　を備える、装置。
【請求項４６】
　前記ネットワークに関連する少なくとも１つの他の装置から、前記第１のタイプの前記
発見ウィンドウまたは前記第２のタイプの前記発見ウィンドウのうちの少なくとも１つ中
で、前記時間同期情報または前記サービス情報のうちの少なくとも１つを取得するための
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手段、
　をさらに備える、請求項４５に記載の装置。
【請求項４７】
　前記装置に関連するロケーションまたは領域のうちの少なくとも１つに基づいて、前記
時間同期情報または前記サービス情報を取得するために使用する、動作帯域内の１つまた
は複数のチャネルのサブセットを決定するための手段をさらに備える、請求項４５に記載
の装置。
【請求項４８】
　前記第１のタイプの前記発見ウィンドウの前記発生は、前記第１の間隔と、前記ネット
ワークにおいてデバイスによって使用される時間同期機能（ＴＳＦ）とに基づいて決定さ
れ、
　前記第２のタイプの前記発見ウィンドウの前記発生は、前記第２の間隔と前記ＴＳＦと
に基づいて決定される、
請求項４５に記載の装置。
【請求項４９】
　前記ネットワークはネイバーアウェアネットワーク（ＮＡＮ）を備える、請求項４５に
記載の装置。
【請求項５０】
　前記第１のタイプの前記発見ウィンドウは、少なくとも前記時間同期情報を通信するた
めのものであり、
　前記第２のタイプの前記発見ウィンドウは、少なくとも前記サービス情報を通信するた
めのものである、
　請求項４５に記載の装置。
【請求項５１】
　前記第１のタイプの前記発見ウィンドウは第１の持続時間を有し、
　前記第２のタイプの前記発見ウィンドウは、前記第１の持続時間よりも短い第２の持続
時間を有する、
　請求項４５に記載の装置。
【請求項５２】
　前記時間同期情報および前記サービス情報は、前記ビアサブ１ＧＨｚ（Ｓ１Ｇ）帯域内
で通信される、請求項４５に記載の装置。
【請求項５３】
　前記時間同期情報または前記サービス情報を含むフレームを生成するための手段と、
　前記第１のタイプの前記発見ウィンドウまたは前記第２のタイプの前記発見ウィンドウ
のうちの少なくとも１つ中で、送信のために前記フレームを出力するための手段と、
　をさらに備える、請求項４５に記載の装置。
【請求項５４】
　前記第１のタイプの前記発見ウィンドウの各発生において、送信のために出力されるべ
き、前記時間同期情報を含むフレームを生成するための手段をさらに備える、請求項４５
に記載の装置。
【請求項５５】
　前記装置を第１の電力状態に入れるための手段と、
　前記第１のタイプの前記発見ウィンドウまたは前記第２のタイプの前記発見ウィンドウ
のうちの少なくとも１つ中で前記フレームを送信するために、前記第１の電力状態から出
るための手段と、
　をさらに備える、請求項５４に記載の装置。
【請求項５６】
　前記サービス情報を含むフレームを生成するための手段と、
　前記装置を第１の電力状態に入れるための手段と、
　前記第２のタイプの前記発見ウィンドウの発生のうちのサブセットにおいてのみ前記フ
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レームを送信するために、前記第１の電力状態から出るための手段と、
　をさらに備える、請求項４５に記載の装置。
【請求項５７】
　ショートプローブ応答フレームフォーマット、ショートビーコンフレームフォーマット
、またはショート管理フレームフォーマットに基づいて、前記フレームを生成するための
手段をさらに備える、請求項５６に記載の装置。
【請求項５８】
　前記ネットワークにおける装置のグループの識別情報は、前記フレームのアドレスフィ
ールド中に含まれる、請求項５６に記載の装置。
【請求項５９】
　前記装置のソースアドレスは、前記フレームのオプション要素フィールド中に含まれる
、請求項５６に記載の装置。
【請求項６０】
　前記ネットワークにおける装置のグループの短い識別情報が、装置の前記グループのよ
り長い識別情報に基づいて生成され、前記フレームのアドレスフィールド中に含まれてい
る、請求項５６に記載の装置。
【請求項６１】
　前記短い識別情報は、前記より長い識別情報のハッシュ、または前記より長い識別情報
の１つまたは複数の下位バイトを備える、請求項６０に記載の装置。
【請求項６２】
　前記第１のタイプの前記発見ウィンドウまたは前記第２のタイプの前記発見ウィンドウ
のうちの少なくとも１つ中で、前記時間同期情報を含むフレームを取得するための手段と
、
　前記時間同期情報に基づいて内部クロックを更新するための手段と、
　をさらに備える、請求項４５に記載の装置。
【請求項６３】
　前記装置を第１の電力状態に入れるための手段と、
　前記第１のタイプの前記発見ウィンドウまたは前記第２のタイプの前記発見ウィンドウ
のうちの少なくとも１つ中で前記フレームを取得するために、前記第１の電力状態から出
るための手段と、
　をさらに備える、請求項６２に記載の装置。
【請求項６４】
　前記第１のタイプの前記発見ウィンドウまたは前記第２のタイプの前記発見ウィンドウ
のうちの少なくとも１つ中で、前記サービス情報を含むフレームを取得するための手段と
、
　前記サービス情報に基づいて、前記ネットワークにおいて利用可能なサービスを決定す
るための手段と、
　前記決定されたサービスに基づいて、前記ネットワークに加入することを試みるべきか
どうかを決定するための手段と、
　をさらに備える、請求項４５に記載の装置。
【請求項６５】
　前記装置を第１の電力状態に入れるための手段と、
　前記第１のタイプの前記発見ウィンドウまたは前記第２のタイプの前記発見ウィンドウ
のうちの少なくとも１つ中で前記フレームを取得するために、前記第１の電力状態から出
るための手段と、
　をさらに備える、請求項６４に記載の装置。
【請求項６６】
　前記第２のタイプの前記発見ウィンドウの発生のうちのサブセットにおいてのみ前記フ
レームを取得するために、前記第１の電力状態から出るための手段、　
　をさらに備える、請求項６５に記載の装置。
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【請求項６７】
　第１の間隔に従って発生する、ネットワークのための第１のタイプの発見ウィンドウの
発生を決定することと、
　前記第１の間隔よりも短い第２の間隔に従って発生する、前記のための第２のタイプの
発見ウィンドウの発生を決定することと、
　前記ネットワークにおける送信のために、前記第１のタイプの発見ウィンドウまたは前
記第２のタイプの発見ウィンドウのうちの少なくとも１つ中で、時間同期情報またはサー
ビス情報のうちの少なくとも１つを出力することと、
　を行うための命令を記憶したコンピュータ可読媒体。
【請求項６８】
　少なくとも１つのアンテナと、
　第１の間隔に従って発生する、ネットワークのための第１のタイプの発見ウィンドウの
発生を決定することと、前記第１の間隔よりも短い第２の間隔に従って発生する、前記の
ための第２のタイプの発見ウィンドウの発生を決定することと、を行うように構成された
処理システムと、
　前記少なくとも１つのアンテナを介して、前記第１のタイプの発見ウィンドウまたは前
記第２のタイプの発見ウィンドウのうちの少なくとも１つ中で、前記ネットワークに、時
間同期情報またはサービス情報のうちの少なくとも１つを送信するように構成された送信
機と、
　を備える、局。
【発明の詳細な説明】
【優先権の主張】
【０００１】
米国特許法第１１９条に基づく優先権の主張
　[0001]本特許出願は、その両方が本出願の譲受人に譲渡され、その全体が参照により本
明細書に明確に組み込まれる、２０１５年１月２７日に出願された米国仮特許出願第６２
／１０８，５２５号（代理人整理番号１５１７２５ＵＳＬ）、および２０１６年１月２６
日に出願された米国特許出願第１５／００６，５８３号（代理人整理番号１５１７２５Ｕ
Ｓ）の利益を主張する。
【技術分野】
【０００２】
　本開示のいくつかの態様は、一般にワイヤレス通信に関し、より詳細には、サブ１ＧＨ
ｚ（Ｓ１Ｇ）帯域中のものなど、ネットワークのためのサービス発見および／または同期
情報に関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]ワイヤレス通信ネットワークは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージン
グ、ブロードキャストなどの様々な通信サービスを提供するために広く展開されている。
これらのワイヤレスネットワークは、利用可能なネットワークリソースを共有することに
よって複数のユーザをサポートすることが可能な多元接続ネットワークであり得る。その
ような多元接続ネットワークの例としては、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ネットワーク
、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）ネットワーク、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）ネットワ
ーク、直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）ネットワーク、およびシングルキャリアＦＤＭＡ（Ｓ
Ｃ－ＦＤＭＡ）ネットワークがある。
【０００４】
　[0004]より大きいカバレージおよび増加した通信範囲に対する要望に対処するために、
様々な方式が開発されている。１つのそのような方式は、米国電気電子技術者協会（ＩＥ
ＥＥ）８０２．１１ａｈタスクフォースによって開発されている（たとえば、米国では９
０２～９２８ＭＨｚ範囲内で運用している）サブ１ＧＨｚ周波数範囲である。この開発は
、他のＩＥＥＥ８０２．１１技術の周波数範囲に関連するワイヤレス範囲よりも大きいワ
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イヤレス範囲と、妨害による経路損失に関連する潜在的により少ない問題とを有する周波
数範囲を利用したいという要望によって推進される。
【発明の概要】
【０００５】
　[0005]本開示のシステム、方法、およびデバイスは、それぞれいくつかの態様を有し、
それらのうちの単一の態様が単独で本開示の望ましい属性を担当するとは限らない。次に
、以下の特許請求の範囲によって表される本開示の範囲を限定することなしに、いくつか
の特徴が手短に説明される。この説明を考察すれば、特に「発明を実施するための形態」
と題するセクションを読めば、本開示の特徴が、ワイヤレスネットワークにおける改善さ
れた通信を含む利点をどのように提供するかが理解されよう。
【０００６】
　[0006]本開示の態様は、一般にワイヤレス通信に関し、より詳細には、サブ１ＧＨｚ（
Ｓ１Ｇ）帯域中のネイバーアウェアネットワーク（ＮＡＮ：neighbor aware network）に
おけるサービス発見および／または同期情報のためのヌメロロジー（numerology）および
フレームに関する。
【０００７】
　[0007]本開示の態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。本装置は、概して、
第１の間隔に従って発生する、ネットワークのための第１のタイプの発見ウィンドウの発
生を決定することと、第１の間隔よりも短い第２の間隔に従って発生するネットワークの
ための第２のタイプの発見ウィンドウの発生を決定することと、を行うように構成された
処理システムと、ネットワークにおける送信のために、第１のタイプの発見ウィンドウま
たは第２のタイプの発見ウィンドウのうちの少なくとも１つ中で、時間同期情報またはサ
ービス情報のうちの少なくとも１つを出力するように構成されたインターフェースと、を
含む。
【０００８】
　[0008]本開示の態様は、装置によるワイヤレス通信のための方法を提供する。本方法は
、概して、第１の間隔に従って発生するネットワークのための第１のタイプの発見ウィン
ドウの発生を決定することと、第１の間隔よりも短い第２の間隔に従って発生するネット
ワークのための第２のタイプの発見ウィンドウの発生を決定することと、ネットワークに
おける送信のために、第１のタイプの発見ウィンドウまたは第２のタイプの発見ウィンド
ウのうちの少なくとも１つ中で、時間同期情報またはサービス情報のうちの少なくとも１
つを出力することとを含む。
【０００９】
　[0009]本開示の態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。本装置は、概して、
第１の間隔に従って発生するネットワークのための第１のタイプの発見ウィンドウの発生
を決定するための手段と、第１の間隔よりも短い第２の間隔に従って発生するネットワー
クのための第２のタイプの発見ウィンドウの発生を決定するための手段と、ネットワーク
における送信のために、第１のタイプの発見ウィンドウまたは第２のタイプの発見ウィン
ドウのうちの少なくとも１つ中で、時間同期情報またはサービス情報のうちの少なくとも
１つを出力するための手段とを含む。
【００１０】
　[0010]本開示の態様は、コンピュータプログラム製品を提供する。本コンピュータプロ
グラム製品は、概して、第１の間隔に従って発生するネットワークのための第１のタイプ
の発見ウィンドウの発生を決定することと、第１の間隔よりも短い第２の間隔に従って発
生するネットワークのための第２のタイプの発見ウィンドウの発生を決定することと、ネ
ットワークにおける送信のために、第１のタイプの発見ウィンドウまたは第２のタイプの
発見ウィンドウのうちの少なくとも１つ中で、時間同期情報またはサービス情報のうちの
少なくとも１つを出力することとを行うための命令を記憶したコンピュータ可読媒体を含
む。
【００１１】
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　[0011]本開示の態様は局を提供する。局は、概して、少なくとも１つのアンテナと、第
１の間隔に従って発生するネットワークのための第１のタイプの発見ウィンドウの発生を
決定することと、第１の間隔よりも短い第２の間隔に従って発生するネットワークのため
の第２のタイプの発見ウィンドウの発生を決定することとを行うように構成された処理シ
ステムと、少なくとも１つのアンテナを介して、第１のタイプの発見ウィンドウまたは第
２のタイプの発見ウィンドウのうちの少なくとも１つ中で、時間同期情報またはサービス
情報のうちの少なくとも１つを送信するように構成された送信機とを含む。
【００１２】
　[0012]上記および関係する目的を達成するために、１つまたは複数の態様は、以下で十
分に説明され、特に特許請求の範囲で指摘される特徴を備える。以下の説明および添付の
図面は、１つまたは複数の態様のいくつかの例示的な特徴を詳細に記載する。ただし、こ
れらの特徴は、様々な態様の原理が採用され得る様々な方法のうちのほんのいくつかを示
すものであり、この説明は、すべてのそのような態様およびそれらの均等物を含むものと
する。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】[0013]本開示のいくつかの態様による、例示的なワイヤレス通信ネットワークの
図。
【図２】[0014]本開示のいくつかの態様による、例示的なアクセスポイントおよびユーザ
端末のブロック図。
【図３】[0015]本開示のいくつかの態様による、例示的なワイヤレスデバイスのブロック
図。
【図４】[0016]本開示のいくつかの態様による、例示的なＮＡＮクラスタを示す図。
【図５】[0017]本開示のいくつかの態様による、重複するＮＡＮクラスタをもつ例示的な
ＮＡＮネットワークを示す図。
【図６】[0018]本開示のいくつかの態様による、装置によるワイヤレス通信のための例示
的な動作のブロック図。
【図６Ａ】[0019]図６に示されている動作を実行することが可能な例示的な手段を示す図
。
【図７】[0020]本開示のいくつかの態様による、例示的な発見ウィンドウ期間を示す例示
的な時間シーケンス図。
【図８】[0021]本開示のいくつかの態様による、例示的なショートプローブ応答（Short 
Probe Response）フレームフォーマットを示す図。
【図９】[0022]本開示のいくつかの態様による、例示的なショートビーコン（Short Beac
on）フレームフォーマットを示す図。
【図１０】[0023]本開示のいくつかの態様による、例示的なショート管理（Short Manage
ment）フレームフォーマットを示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　[0024]理解を容易にするために、可能な場合、各図に共通である同じ要素を指定するた
めに同じ参照番号が使用されている。一実施形態において開示される要素が、特定の具陳
なしに他の実施形態に対して有益に利用され得ることが企図される。
【００１５】
　[0025]添付の図面を参照しながら本開示の様々な態様が以下でより十分に説明される。
ただし、本開示は、多くの異なる形態で実施され得、本開示全体にわたって提示される任
意の特定の構造または機能に限定されるものと解釈されるべきではない。むしろ、これら
の態様は、本開示が周到で完全になり、本開示の範囲を当業者に十分に伝えるように与え
られる。本明細書の教示に基づいて、本開示の範囲は、本開示の他の態様とは無関係に実
装されるにせよ、本開示の他の態様と組み合わせられるにせよ、本明細書で開示される本
開示のいかなる態様をもカバーするものであることを、当業者は諒解されたい。たとえば
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、本明細書に記載の態様をいくつ使用しても、装置は実装され得、または方法は実施され
得る。さらに、本開示の範囲は、本明細書に記載される本開示の様々な態様に加えてまた
はそれらの態様以外に、他の構造、機能、または構造および機能を使用して実施されるそ
のような装置または方法をカバーするものとする。本明細書で開示される本開示のいずれ
の態様も、請求項の１つまたは複数の要素によって実施され得ることを理解されたい。
【００１６】
　[0026]本開示の態様は、一般にワイヤレス通信に関し、より詳細には、たとえば、サブ
１ＧＨｚ（Ｓ１Ｇ）帯域中で動作する、ネイバーアウェアネットワーク（ＮＡＮ：neighb
or aware networks）におけるサービス発見および／または同期情報のためのヌメロロジ
ー（numerology）およびフレームに関する。本明細書でより詳細に説明されるように、異
なる持続時間のおよび異なる間隔での、異なるタイプの発見ウィンドウが定義され得る。
ＮＡＮデバイス（たとえば、ＮＡＮにおけるアクセスポイント（ＡＰ）または非ＡＰ局）
が、時間同期情報および／またはサービス発見情報を送信するために一方または両方のタ
イプの発見ウィンドウ中に起動し得る。
[0027]「例示的」という単語は、本明細書では「例、事例、または例示の働きをすること
」を意味するために使用される。「例示的」として本明細書で説明されるいかなる態様も
、必ずしも他の態様よりも好適または有利であると解釈されるべきであるとは限らない。
【００１７】
　[0028]本明細書では特定の態様が説明されるが、これらの態様の多くの変形および置換
は本開示の範囲内に入る。好適な態様のいくつかの利益および利点が説明されるが、本開
示の範囲は特定の利益、使用、または目的に限定されるものではない。むしろ、本開示の
態様は、様々なワイヤレス技術、システム構成、ネットワーク、および送信プロトコルに
広く適用可能であるものとし、それらのうちのいくつかが例として、図および好適な態様
についての以下の説明において示される。発明を実施するための形態および図面は、本開
示を限定するものではなく説明するものにすぎず、本開示の範囲は添付の特許請求の範囲
およびそれの均等物によって定義される。
【００１８】
　[0029]本明細書で説明される技法は、直交多重化方式に基づく通信システムを含む、様
々なブロードバンドワイヤレス通信システムのために使用され得る。そのような通信シス
テムの例としては、空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ
）システム、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システム、およびシングルキャリア
周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）システムがある。ＳＤＭＡシステムは、複数のユ
ーザ端末に属するデータを同時に送信するために十分に異なる方向を利用し得る。ＴＤＭ
Ａシステムは、送信信号を異なるタイムスロットに分割することによって、複数のユーザ
端末が同じ周波数チャネルを共有することを可能にし得、各タイムスロットは異なるユー
ザ端末に割り当てられる。ＯＦＤＭＡシステムは、全システム帯域幅を複数の直交サブキ
ャリアに区分する変調技法である、直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）を利用する。これ
らのサブキャリアは、トーン、ビンなどと呼ばれることもある。ＯＦＤＭでは、各サブキ
ャリアは独立してデータで変調され得る。ＳＣ－ＦＤＭＡシステムは、システム帯域幅に
わたって分散されたサブキャリア上で送信するためのインターリーブＦＤＭＡ（ＩＦＤＭ
Ａ）、隣接するサブキャリアのブロック上で送信するための局所ＦＤＭＡ（ＬＦＤＭＡ）
、または隣接するサブキャリアの複数のブロック上で送信するための拡張ＦＤＭＡ（ＥＦ
ＤＭＡ）を利用し得る。概して、変調シンボルは、ＯＦＤＭでは周波数領域で、ＳＣ－Ｆ
ＤＭＡでは時間領域で送られる。
【００１９】
　[0030]本明細書の教示は、様々なワイヤードまたはワイヤレス装置（たとえば、ノード
）に組み込まれ得る（たとえば、その装置内に実装されるか、またはその装置によって実
行され得る）。いくつかの態様では、本明細書の教示に従って実装されるワイヤレスノー
ドはアクセスポイントまたはアクセス端末を備え得る。
【００２０】
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　[0031]アクセスポイント（「ＡＰ」）は、ノードＢ、無線ネットワークコントローラ（
「ＲＮＣ」）、発展型ノードＢ（ｅＮＢ）、基地局コントローラ（「ＢＳＣ」）、基地ト
ランシーバ局（「ＢＴＳ」）、基地局（「ＢＳ」）、トランシーバ機能（「ＴＦ」）、無
線ルータ、無線トランシーバ、基本サービスセット（「ＢＳＳ」）、拡張サービスセット
（「ＥＳＳ」）、無線基地局（「ＲＢＳ」）、または何らかの他の用語を備えるか、それ
らのいずれかとして実装されるか、あるいはそれらのいずれかとして知られていることが
ある。
【００２１】
　[0032]アクセス端末（「ＡＴ」）は、加入者局、加入者ユニット、移動局（ＭＳ）、リ
モート局、リモート端末、ユーザ端末（ＵＴ）、ユーザエージェント、ユーザデバイス、
ユーザ機器（ＵＥ）、ユーザ局、または何らかの他の用語を備えるか、それらのいずれか
として実装されるか、あるいはそれらのいずれかとして知られていることがある。いくつ
かの実装形態では、アクセス端末は、セルラー電話、コードレス電話、セッション開始プ
ロトコル（「ＳＩＰ」）電話、ワイヤレスローカルループ（「ＷＬＬ」）局、携帯情報端
末（「ＰＤＡ」）、ワイヤレス接続機能を有するハンドヘルドデバイス、局（ＡＰとして
働く「ＡＰ　ＳＴＡ」または「非ＡＰ　ＳＴＡ」など、「ＳＴＡ」）、またはワイヤレス
モデムに接続された何らかの他の好適な処理デバイスを備え得る。したがって、本明細書
で教示される１つまたは複数の態様は、電話（たとえば、セルラーフォンまたはスマート
フォン）、コンピュータ（たとえば、ラップトップ）、タブレット、ポータブル通信デバ
イス、ポータブルコンピューティングデバイス（たとえば、個人情報端末）、エンターテ
インメントデバイス（たとえば、音楽またはビデオデバイス、あるいは衛星ラジオ）、全
地球測位システム（ＧＰＳ）デバイス、あるいはワイヤレスまたはワイヤード媒体を介し
て通信するように構成された他の好適なデバイスに組み込まれ得る。いくつかの態様では
、ＡＴはワイヤレスノードであり得る。そのようなワイヤレスノードは、たとえば、ワイ
ヤードまたはワイヤレス通信リンクを介した、ネットワーク（たとえば、インターネット
またはセルラーネットワークなど、ワイドエリアネットワーク）のための、またはネット
ワークへの接続性を与え得る。
【００２２】
　例示的なワイヤレス通信システム
　[0033]図１は、本開示の態様が実行され得るシステム１００を示す。たとえば、アクセ
スポイント１１０を含むワイヤレス局および／またはユーザ端末１２０のいずれかが、ネ
イバーアウェアネットワーク（ＮＡＮ）中にあり得る。ワイヤレス局は、第１の持続時間
を有し、第１の間隔で発生する第１のタイプの発見ウィンドウ中に起動（ウェイクアップ
wake up）し、時間同期情報またはサービス情報を送り、および／または、時間同期情報
またはサービス情報を求めて監視し得る。
【００２３】
　[0034]時間同期情報および／またはサービス発見情報を送信するための一方または両方
のタイプの発見ウィンドウ。異なる持続時間のおよび異なる間隔での、異なるタイプの発
見ウィンドウが定義され得る。
【００２４】
　[0035]システム１００は、たとえば、アクセスポイントとユーザ端末とをもつ多元接続
多入力多出力（ＭＩＭＯ）システム１００であり得る。簡単のために、ただ１つのアクセ
スポイント１１０が図１に示されている。アクセスポイントは、概して、ユーザ端末と通
信する固定局であり、基地局または何らかの他の用語で呼ばれることもある。ユーザ端末
は、固定または移動であり得、移動局、ワイヤレスデバイス、または何らかの他の用語で
呼ばれることもある。アクセスポイント１１０は、ダウンリンクおよびアップリンク上で
所与の瞬間において１つまたは複数のユーザ端末１２０と通信し得る。ダウンリンク（す
なわち、順方向リンク）はアクセスポイントからユーザ端末への通信リンクであり、アッ
プリンク（すなわち、逆方向リンク）はユーザ端末からアクセスポイントへの通信リンク
である。ユーザ端末はまた、別のユーザ端末とピアツーピアで通信し得る。
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【００２５】
　[0036]システムコントローラ１３０は、これらのＡＰおよび／または他のシステムのた
めに協調および制御を行い得る。ＡＰは、たとえば、無線周波数電力、チャネル、認証、
およびセキュリティに対する調整を扱い得るシステムコントローラ１３０によって管理さ
れ得る。システムコントローラ１３０は、バックホールを介してＡＰと通信し得る。ＡＰ
はまた、たとえば、ワイヤレスバックホールまたはワイヤラインバックホールを介して直
接または間接的に互いに通信し得る。
【００２６】
　[0037]以下の開示の部分は、空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）によって通信することが可
能なユーザ端末１２０について説明するが、いくつかの態様では、ユーザ端末１２０は、
ＳＤＭＡをサポートしないいくつかのユーザ端末をも含み得る。したがって、そのような
態様では、ＡＰ１１０は、ＳＤＭＡユーザ端末と非ＳＤＭＡユーザ端末の両方と通信する
ように構成され得る。この手法は、好都合なことに、より新しいＳＤＭＡユーザ端末が適
切と見なされるときに導入されることを可能にしながら、より古いバージョンのユーザ端
末（「レガシー」局）が企業において展開されたままであることを可能にし、それらの有
効寿命を延長し得る。
【００２７】
　[0038]システム１００は、ダウンリンクおよびアップリンク上でのデータ送信のために
複数の送信アンテナと複数の受信アンテナとを採用する。アクセスポイント１１０は、Ｎ

ap個のアンテナを装備し、ダウンリンク送信では多入力（ＭＩ）を表し、アップリンク送
信では多出力（ＭＯ）を表す。Ｋ個の選択されたユーザ端末１２０のセットは、ダウンリ
ンク送信では多出力をまとめて表し、アップリンク送信では多入力をまとめて表す。純粋
なＳＤＭＡの場合、Ｋ個のユーザ端末のためのデータシンボルストリームが、何らかの手
段によって、コード、周波数または時間において多重化されない場合、Ｎap≧Ｋ≧１が成
り立つことが望まれる。ＴＤＭＡ技法、ＣＤＭＡを用いた異なるコードチャネル、ＯＦＤ
Ｍを用いたサブバンドの独立セットなどを使用してデータシンボルストリームが多重化さ
れ得る場合、ＫはＮapよりも大きくなり得る。各選択されたユーザ端末は、ユーザ固有の
データをアクセスポイントに送信し、および／またはアクセスポイントからユーザ固有の
データを受信する。概して、各選択されたユーザ端末は、１つまたは複数のアンテナを装
備し得る（すなわち、Ｎut≧１）。Ｋ個の選択されたユーザ端末は、同じまたは異なる数
のアンテナを有することができる。
【００２８】
　[0039]システム１００は、時分割複信（ＴＤＤ）システムまたは周波数分割複信（ＦＤ
Ｄ）システムであり得る。ＴＤＤシステムの場合、ダウンリンクとアップリンクは同じ周
波数帯域を共有する。ＦＤＤシステムの場合、ダウンリンクとアップリンクは異なる周波
数帯域を使用する。ＭＩＭＯシステム１００はまた、送信のために単一のキャリアまたは
複数のキャリアを利用し得る。各ユーザ端末は、（たとえば、コストを抑えるために）単
一のアンテナを装備するか、または（たとえば、追加コストがサポートされ得る場合）複
数のアンテナを装備し得る。システム１００はまた、送信／受信を異なるタイムスロット
に分割することによって、ユーザ端末１２０が同じ周波数チャネルを共有する場合、ＴＤ
ＭＡシステムであり得、各タイムスロットは異なるユーザ端末１２０に割り当てられる。
【００２９】
　[0040]図２は、本開示の態様を実装するために使用され得る、図１に示されているＡＰ
１１０とＵＴ１２０との例示的な構成要素を示す。ＡＰ１１０とＵＴ１２０との１つまた
は複数の構成要素は、本開示の態様を実施するために使用され得る。たとえば、アンテナ
２２４、Ｔｘ／Ｒｘ２２２、プロセッサ２１０、２２０、２４０、２４２、および／また
はコントローラ２３０、またはアンテナ２５２、Ｔｘ／Ｒｘ２５４、プロセッサ２６０、
２７０、２８８、および２９０、および／またはコントローラ２８０は、本明細書で説明
され、図６および図６Ａを参照しながら示される動作を実行するために使用され得る。
【００３０】



(15) JP 2018-506913 A 2018.3.8

10

20

30

40

50

　[0041]図２は、ＭＩＭＯシステム１００におけるアクセスポイント１１０、２つのユー
ザ端末１２０ｍおよび１２０ｘのブロック図を示す。アクセスポイント１１０はＮt個の
アンテナ２２４ａ～２２４ａｐを装備する。ユーザ端末１２０ｍはＮut,m個のアンテナ２
５２ｍａ～２５２ｍｕを装備し、ユーザ端末１２０ｘはＮut,x個のアンテナ２５２ｘａ～
２５２ｘｕを装備する。アクセスポイント１１０は、ダウンリンクでは送信エンティティ
であり、アップリンクでは受信エンティティである。各ユーザ端末１２０は、アップリン
クでは送信エンティティであり、ダウンリンクでは受信エンティティである。本明細書で
使用される「送信エンティティ」は、ワイヤレスチャネルを介してデータを送信すること
が可能な独立動作型の装置またはデバイスであり、「受信エンティティ」は、ワイヤレス
チャネルを介してデータを受信することが可能な独立動作型の装置またはデバイスである
。以下の説明では、下付き文字「ｄｎ」はダウンリンクを示し、下付き文字「ｕｐ」はア
ップリンクを示し、Ｎup個のユーザ端末がアップリンク上での同時送信のために選択され
、Ｎdn個のユーザ端末がダウンリンク上での同時送信のために選択され、ＮupはＮdnに等
しいことも等しくないこともあり、ＮupおよびＮdnは、静的値であり得るか、またはスケ
ジューリング間隔ごとに変化することがある。ビームステアリングまたは何らかの他の空
間処理技法がアクセスポイントおよびユーザ端末において使用され得る。
【００３１】
　[0042]アップリンク上で、アップリンク送信のために選択された各ユーザ端末１２０に
おいて、送信（ＴＸ）データプロセッサ２８８は、データソース２８６からトラフィック
データを受信し、コントローラ２８０から制御データを受信する。コントローラ２８０は
メモリ２８２と結合され得る。ＴＸデータプロセッサ２８８は、ユーザ端末のために選択
されたレートに関連するコーディングおよび変調方式に基づいてユーザ端末のためのトラ
フィックデータを処理（たとえば、符号化、インターリーブ、および変調）し、データシ
ンボルストリームを与える。ＴＸ空間プロセッサ２９０は、データシンボルストリームに
対して空間処理を実行し、Ｎut,m個の送信シンボルストリームをＮut,m個のアンテナに与
える。各送信機ユニット（ＴＭＴＲ）２５４は、アップリンク信号を生成するために、そ
れぞれの送信シンボルストリームを受信し、処理（たとえば、アナログ変換、増幅、フィ
ルタ処理、および周波数アップコンバート）する。Ｎut,m個の送信機ユニット２５４は、
Ｎut,m個のアンテナ２５２からアクセスポイントへの送信のためのＮut,m個のアップリン
ク信号を与える。
【００３２】
　[0043]Ｎup個のユーザ端末が、アップリンク上での同時送信のためにスケジュールされ
得る。これらのユーザ端末の各々は、それのデータシンボルストリームに対して空間処理
を実行し、アップリンク上で送信シンボルストリームのそれのセットをアクセスポイント
に送信する。
【００３３】
　[0044]アクセスポイント１１０において、Ｎap個のアンテナ２２４ａ～２２４ａｐは、
アップリンク上で送信するすべてのＮup個のユーザ端末からアップリンク信号を受信する
。各アンテナ２２４は、受信信号をそれぞれの受信機ユニット（ＲＣＶＲ）２２２に与え
る。各受信機ユニット２２２は、送信機ユニット２５４によって実行される処理を補足す
る処理を実行し、受信シンボルストリームを与える。ＲＸ空間プロセッサ２４０は、Ｎap

個の受信機ユニット２２２からのＮap個の受信シンボルストリームに対して受信機空間処
理を実行し、Ｎup個の復元アップリンクデータシンボルストリームを与える。受信機空間
処理は、チャネル相関行列反転（ＣＣＭＩ：channel correlation matrix inversion）、
最小平均２乗誤差（ＭＭＳＥ：minimum mean square error）、ソフト干渉消去（ＳＩＣ
：soft interference cancellation）、または何らかの他の技法に従って実行される。各
復元アップリンクデータシンボルストリームは、それぞれのユーザ端末によって送信され
たデータシンボルストリームの推定値である。ＲＸデータプロセッサ２４２は、復号デー
タを取得するために、各復元アップリンクデータシンボルストリームのために使用された
レートに応じてそのストリームを処理（たとえば、復調、デインターリーブ、および復号
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）する。各ユーザ端末のための復号データは、記憶のためにデータシンク２４４に与えら
れ、および／またはさらなる処理のためにコントローラ２３０に与えられ得る。コントロ
ーラ２３０はメモリ２３２と結合され得る。
【００３４】
　[0045]ダウンリンク上で、アクセスポイント１１０において、ＴＸデータプロセッサ２
１０が、ダウンリンク送信のためにスケジュールされたＮdn個のユーザ端末のためのトラ
フィックデータをデータソース２０８から受信し、コントローラ２３０から制御データを
受信し、場合によってはスケジューラ２３４から他のデータを受信する。様々なタイプの
データが異なるトランスポートチャネル上で送られ得る。ＴＸデータプロセッサ２１０は
、各ユーザ端末のために選択されたレートに基づいてそのユーザ端末のためのトラフィッ
クデータを処理（たとえば、符号化、インターリーブ、および変調）する。ＴＸデータプ
ロセッサ２１０はＮdn個のダウンリンクデータシンボルストリームをＮdn個のユーザ端末
に与える。ＴＸ空間プロセッサ２２０は、Ｎdn個のダウンリンクデータシンボルストリー
ムに対して（本開示で説明されるプリコーディングまたはビームフォーミングなどの）空
間処理を実行し、Ｎap個の送信シンボルストリームをＮap個のアンテナに与える。各送信
機ユニット２２２は、ダウンリンク信号を生成するために、それぞれの送信シンボルスト
リームを受信し、処理する。Ｎap個のアンテナ２２４からユーザ端末への送信のためのＮ

ap個のダウンリンク信号を与えるＮap個の送信機ユニット２２２。各ユーザ端末のための
復号データは、記憶のためにデータシンク２７２に与えられ、および／またはさらなる処
理のためにコントローラ２８０に与えられ得る。
【００３５】
　[0046]各ユーザ端末１２０において、Ｎut,m個のアンテナ２５２はアクセスポイント１
１０からＮap個のダウンリンク信号を受信する。各受信機ユニット２５４は、関連するア
ンテナ２５２からの受信信号を処理し、受信シンボルストリームを与える。ＲＸ空間プロ
セッサ２６０は、Ｎut,m個の受信機ユニット２５４からのＮut,m個の受信シンボルストリ
ームに対して受信機空間処理を実行し、復元ダウンリンクデータシンボルストリームをユ
ーザ端末に与える。受信機空間処理は、ＣＣＭＩ、ＭＭＳＥまたは何らかの他の技法に従
って実行される。ＲＸデータプロセッサ２７０は、ユーザ端末のための復号データを取得
するために、復元ダウンリンクデータシンボルストリームを処理（たとえば、復調、デイ
ンターリーブおよび復号）する。
【００３６】
　[0047]各ユーザ端末１２０において、チャネル推定器２７８は、ダウンリンクチャネル
応答を推定し、チャネル利得推定値、ＳＮＲ推定値、雑音分散などを含み得る、ダウンリ
ンクチャネル推定値を与える。同様に、アクセスポイント１１０において、チャネル推定
器２２８は、アップリンクチャネル応答を推定し、アップリンクチャネル推定値を与える
。各ユーザ端末のためのコントローラ２８０は、一般に、そのユーザ端末のためのダウン
リンクチャネル応答行列Ｈdn,mに基づいてユーザ端末のための空間フィルタ行列を導出す
る。コントローラ２３０は、有効アップリンクチャネル応答行列Ｈup,effに基づいてアク
セスポイントのための空間フィルタ行列を導出する。各ユーザ端末のためのコントローラ
２８０は、フィードバック情報（たとえば、ダウンリンクおよび／またはアップリンク固
有ベクトル、固有値、ＳＮＲ推定値など）をアクセスポイントに送り得る。コントローラ
２３０およびコントローラ２８０はまた、それぞれアクセスポイント１１０およびユーザ
端末１２０における様々な処理ユニットの動作を制御する。
【００３７】
　[0048]図３は、ＭＩＭＯシステム１００内で採用され得るワイヤレスデバイス３０２に
おいて利用され得る様々な構成要素を示す。ワイヤレスデバイス３０２は、本明細書で説
明される様々な方法を実装するように構成され得るデバイスの一例である。たとえば、ワ
イヤレスデバイスは、図６に示されている動作６００を実装し得る。ワイヤレスデバイス
３０２はアクセスポイント１１０またはユーザ端末１２０であり得る。
【００３８】
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　[0049]ワイヤレスデバイス３０２は、ワイヤレスデバイス３０２の動作を制御するプロ
セッサ３０４を含み得る。プロセッサ３０４は中央処理ユニット（ＣＰＵ）と呼ばれるこ
ともある。読取り専用メモリ（ＲＯＭ）とランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）の両方を含
み得るメモリ３０６は、命令とデータとをプロセッサ３０４に与える。メモリ３０６の一
部分は不揮発性ランダムアクセスメモリ（ＮＶＲＡＭ）をも含み得る。プロセッサ３０４
は、一般に、メモリ３０６内に記憶されたプログラム命令に基づいて論理演算と算術演算
とを実行する。メモリ３０６中の命令は、本明細書で説明される方法を実装するために実
行可能であり得る。
【００３９】
　[0050]ワイヤレスデバイス３０２はまた、ワイヤレスデバイス３０２とリモートノード
との間のデータの送信および受信を可能にするために送信機３１０と受信機３１２とを含
み得るハウジング３０８を含み得る。送信機３１０と受信機３１２とは組み合わせられて
トランシーバ３１４になり得る。単一または複数の送信アンテナ３１６が、ハウジング３
０８に取り付けられ、トランシーバ３１４に電気的に結合され得る。ワイヤレスデバイス
３０２はまた、複数の送信機と、複数の受信機と、複数のトランシーバとを含み得る（図
示せず）。
【００４０】
　[0051]ワイヤレスデバイス３０２はまた、トランシーバ３１４によって受信された信号
のレベルを検出し、定量化するために使用され得る信号検出器３１８を含み得る。信号検
出器３１８は、そのような信号を、総エネルギー、シンボルごとのサブキャリア当たりの
エネルギー、電力スペクトル密度および他の信号として検出し得る。ワイヤレスデバイス
３０２は、信号を処理する際に使用するためのデジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）３２０
をも含み得る。
【００４１】
　[0052]ワイヤレスデバイス３０２の様々な構成要素は、データバスに加えて、電力バス
と、制御信号バスと、ステータス信号バスとを含み得る、バスシステム３２２によって互
いに結合され得る。
【００４２】
　例示的なネイバーアウェアネットワーク
　[0053]ロケーション対応（たとえば、ＧＰＳ対応）モバイルデバイスの人気の増加によ
り、ネイバーアウェアネットワーク（ＮＡＮ）が出現している。ＮＡＮは、概して、互い
に比較的すぐ近くに位置する局（ＳＴＡ）間の通信のためのネットワークを指す。ＮＡＮ
は、デバイスが、それらが、既存のデバイスまたは環境に入った新しいデバイスで発見可
能にされているサービスの発見を容易にするように集中する、（たとえば、Ｓ１Ｇ帯域内
の）時間およびチャネルを同期させるための機構を与える。
【００４３】
　[0054]本明細書で使用される、ＮＡＮ発見ウィンドウは、概して、ＮＡＮデバイスが（
たとえば、サービスまたは同期情報を広告／発見するために）その上で集中する時間（お
よび場合によってはチャネル）を指す。同じ発見ウィンドウスケジュールに同期されたＮ
ＡＮデバイス（たとえば、ＮＡＮプロトコルをサポートし、ＮＡＮマスタまたはＮＡＮ非
マスタであり得るＷｉＦｉ（登録商標）対応または他のタイプのワイヤレスデバイス）の
集合は、ＮＡＮクラスタと呼ばれ得る。
【００４４】
　[0055]図４は、本開示のいくつかの態様による、例示的なＮＡＮクラスタ４００を示す
。同じＮＡＮクラスタ４００の一部である（たとえば、ＡＰ１１０またはユーザ端末１２
０など）ＮＡＮデバイス４１０がＮＡＮマスタ選択プロシージャに参加し得る。どのＮＡ
Ｎデバイス４１０がＮＡＮクラスタ４００の一部であるかに対する変化、および／または
それらのマスタランク(Master Ranks)に対する変化など、ＮＡＮクラスタ４００における
変化に応じて、異なるＮＡＮデバイス４１０が、異なる時間にマスタ役割（Master role
）にあるＮＡＮデバイスになるように選択され得る。



(18) JP 2018-506913 A 2018.3.8

10

20

30

40

50

【００４５】
　[0056]いくつかの場合には、ＮＡＮ　ＩＤが、（たとえば、ＮＡＮクラスタまたはＮＡ
Ｎクラスタのネットワークのメンバーであるデバイスに適用可能な）ＮＡＮパラメータの
セットを示すために使用され得る。したがって、ＮＡＮネットワークは、同じＮＡＮ　Ｉ
Ｄを共有するＮＡＮクラスタの集合を指すことがある。
【００４６】
　[0057]図５は、本開示のいくつかの態様による、重複する（ＮＡＮデバイス４１０1の
）ＮＡＮクラスタ４００1と（ＮＡＮデバイス４１０2の）ＮＡＮクラスタ４００2とをも
つ例示的なＮＡＮネットワーク５００を示す。図５には示されていないが、ＮＡＮデバイ
スは、２つ以上の重複するクラスタに参加し得る。同じく図示されていない、ＮＡＮデバ
イスは、ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）またはＷｉＦｉ　Ｄｉｒｅ
ｃｔ（登録商標）など、他のタイプのＷｉＦｉネットワーク（たとえば、異なる外部ネッ
トワーク接続をもつ独立したＬＡＮの一部として異なる家庭または建築物中のＳＴＡ）を
もつＮＡＮネットワークにおいてコンカレントに動作し得る。
【００４７】
　[0058]ＮＡＮは、概して、デバイスの存在、ＮＡＮによって提供されるサービス、およ
び同期情報を広告するために発見ウィンドウを利用する。発見ウィンドウ中に、ＮＡＮデ
バイスは、相互発見のために高い確率で利用可能である（それら自体を利用可能にする）
。中間期間中に、デバイスは、眠っているか、または他のアクティビティ、たとえば、場
合によっては異なるチャネル上の他のネットワーク上で通信することと関与し得る。ＮＡ
Ｎクラスタを作成するＮＡＮデバイスが一連の発見ウィンドウ開始時間（ＤＷＳＴ）を定
義し得る。
【００４８】
　[0059]同じＮＡＮクラスタに参加するＮＡＮデバイスが共通クロックに同期させられる
。発見ウィンドウ中に、１つまたは複数のＮＡＮデバイスは、ＮＡＮクラスタ内のすべて
のＮＡＮデバイスがそれらのクロックを同期させるのを助けるために、ＮＡＮ同期ビーコ
ンフレームを送信する。タイミング同期機能（ＴＳＦ）が、同じＮＡＮクラスタ中のすべ
てのＮＡＮデバイスのタイマーを同期された状態に保つ。ＮＡＮクラスタ中のＴＳＦは分
散アルゴリズムを介して実装され得、ＮＡＮビーコンフレームはアルゴリズムに従って送
信され得る。相対開始点または「時間０」が第１のＤＷＳＴとして定義され得る。いくつ
かの態様によれば、ＮＡＮにおけるすべてのデバイスは、第１の発見ウィンドウ（ＤＷ０
）において起動（ウェイクアップ）し得、第１のＤＷ０は、たとえば、ＴＳＦの下位２３
ビットがその中で０である発見ウィンドウとして定義され得る。後続の発見ウィンドウ中
、いくつかのＮＡＮデバイスは、アウェイクである（たとえば、省電力モードにある場合
ウェイクアップする）こと、またはアウェイクでない（たとえば、省電力に入るかまたは
省電力のままである）ことを選定し得る。したがって、そのような同期は、場合によって
は発生するであろう発見レイテンシ、電力消費、および媒体占有を減少させ得る。
【００４９】
　[0060]ＮＡＮ同期プロシージャは、一般に、サービス発見メッセージングとは別個であ
る。ＮＡＮデバイスは、発見ウィンドウ中でせいぜい１つの同期ビーコンを送信するが、
複数のＮＡＮサービス発見フレームが、発見ウィンドウ中でＮＡＮデバイスによって送信
され得る。ＮＡＮサービス発見フレームは、ＮＡＮデバイスが、他のＮＡＮデバイスから
のサービスを探し、他のＮＡＮデバイスにとってサービスを発見可能にすることを可能に
する。
【００５０】
　[0061]従来、２．４ＧＨｚ帯域および５ＧＨｚ帯域の場合、ＤＷＳＴは、５１２時間単
位（ＴＵ）の間隔を有し、これは、発見ウィンドウが５１２ＴＵ離れており、発見期間の
長さが１６ＴＵであることを意味する。また、２．４ＧＨｚ帯域および５ＧＨｚ帯域の場
合、ＮＡＮ同期および発見ビーコンフレームはビーコン管理フレームフォーマットに基づ
き、ＮＡＮサービス発見フレームはベンダー固有パブリックアクションフレームフォーマ
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ットに基づく。
【００５１】
　[0062]無認可サブ１ＧＨｚ（Ｓ１Ｇ）帯域中の通信は、２．４ＧＨｚ帯域および５ＧＨ
ｚ帯域中で動作する従来のＷｉＦｉネットワークと比較して、拡張範囲をＷｉＦｉネット
ワークに与え、より低いエネルギー消費をも有し得る。Ｓ１Ｇ中のワイヤレスローカルエ
リアネットワーク（ＷＬＡＮ）のための媒体アクセス制御（ＭＡＣ）レイヤおよび物理（
ＰＨＹ）レイヤプロトコルが（たとえば、８０２．１１ａｈ規格において）定義されてい
る。Ｓ１Ｇ帯域中の発見のためのＮＡＮプロトコルは、大きいセンサー展開（deployment
）と屋外拡張範囲とを含む、発見の拡張範囲を生じることができる。
【００５２】
　[0063]したがって、Ｓ１Ｇ帯域中のＮＡＮのためのヌメロロジーおよびフレームのため
の技法ならびに装置が望ましい。
【００５３】
　サブ１ＧＨｚ（Ｓ１Ｇ）帯域中のネイバーアウェアネットワーク（ＮＡＮ）のための例
示的なヌメロロジーおよびフレーム
　[0064]本開示の態様は、サブ１ＧＨｚ帯域（たとえば、９００ＧＨｚ）中のネイバーア
ウェアネットワーク（ＮＡＮ）動作のために、異なる持続時間の、および異なる間隔で発
生する、少なくとも２つの異なるタイプの発見ウィンドウを提供する。ＮＡＮデバイス（
たとえば、ＮＡＮにおけるＡＰまたは非ＡＰ局）が、時間同期情報および／またはサービ
ス発見情報を送信または監視するために一方または両方のタイプの発見ウィンドウ中に起
動（ウェイクアップ）し得る。時間同期情報は、受信デバイスの内部クロックを更新する
ために使用され得、サービス情報は、どんなサービスがＮＡＮ内で利用可能であるかを決
定するために使用され得る。
【００５４】
　[0065]いくつかの態様によれば、Ｓ１Ｇ帯域中の通信の場合、（概して、発見ウィンド
ウの持続時間およびそれらが発生する間隔を指す）ＮＡＮヌメロロジーは、（他の帯域に
対して）時間係数１０でスケーリングされ得る。たとえば、上述のように、２．４ＧＨｚ
帯域および５ＧＨｚ帯域のための一般的なＮＡＮヌメロロジーは、５１２ＴＵごとに発生
する１６ＴＵの持続時間をもつ発見ウィンドウを使用する。したがって、係数１０でヌメ
ロロジーをスケーリングするために、Ｓ１Ｇ　ＮＡＮは、５１２０ＴＵ（すなわち、５１
２ＴＵ×１０＝５１２０ＴＵ）ごとに発生する１６０ＴＵ（すなわち、１６ＴＵ×１０＝
１６０ＴＵ）の持続時間（幅）をもつ発見ウィンドウを使用し得る。しかしながら、この
手法は、発見のためのレイテンシを有し得る。
【００５５】
　[0066]本明細書で提示されるいくつかの態様によれば、ティア化（tiered（層をなした
））発見ウィンドウが使用され得る。このティア化手法を使用して、異なる間隔で発生す
る異なる発見ウィンドウは、同期（および／またはサービス）情報がより少ないレイテン
シで取得されることを可能にし得る。
【００５６】
　[0067]図６は、本開示のいくつかの態様による、例示的な動作６００を示す。動作６０
０は、装置、たとえば、ＮＡＮデバイス（たとえば、そのようなＡＰ１１０またはユーザ
端末１２０）によって実行され得る。
【００５７】
　[0068]動作６００は、６０２において、第１の間隔（たとえば、８１９２ＴＵ）と、ネ
ットワークにおいてデバイスによって使用される時間同期機能（ＴＳＦ）とに基づいて、
第１の間隔に従って発生するネットワーク（たとえば、ＮＡＮ）のための第１のタイプの
発見ウィンドウの発生を決定することによって開始する。第１のタイプの発見ウィンドウ
は第１の持続時間（たとえば、６０ＴＵ）をも有し得る。
【００５８】
　[0069]６０４において、ＮＡＮデバイスは、第２の間隔（たとえば、５１２ＴＵ）とＴ
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ＳＦとに基づいて、第１の間隔よりも短い第２の間隔に従って発生するネットワークのた
めの第２のタイプの発見ウィンドウの発生を決定する。第２のタイプの発見ウィンドウは
、第１の持続時間よりも短いことがある第２の持続時間（たとえば、１６ＴＵ）をも有し
得る。
【００５９】
　[0070]（破線によって示されているように）オプションで、６０６において、ＮＡＮデ
バイスは、ネットワークに関連する少なくとも１つの他の装置から、第１のタイプの発見
ウィンドウまたは第２のタイプの発見ウィンドウのうちの少なくとも１つ中で、時間同期
情報またはサービス情報のうちの少なくとも１つを取得する。いくつかの態様によれば、
時間同期情報は、内部クロックを更新するためにＮＡＮデバイスによって使用され得る。
【００６０】
　[0071]６０８において、ＮＡＮデバイスは、ネットワークにおける送信のために、第１
のタイプの発見ウィンドウまたは第２のタイプの発見ウィンドウのうちの少なくとも１つ
中で、時間同期情報またはサービス情報のうちの少なくとも１つを出力する。たとえば、
第１のタイプの発見ウィンドウは、（たとえば、マスタＮＡＮデバイスまたは同期ＮＡＮ
デバイスによって送られ得る）時間同期情報を送信／受信するために使用され得る。
【００６１】
　[0072]いくつかの場合には、ＮＡＮデバイスは、時間同期および／またはサービス情報
を、別の装置からのそのような情報を取得することなしに、一方または両方の発見ウィン
ドウ中に出力し得る。たとえば、開始ＮＡＮデバイス（たとえば、クラスタの第１のメン
バー）は、そのような情報を、別の装置からのそのような情報を発見することなしに出力
し得る。
【００６２】
　[0073]いくつかの態様によれば、時間同期情報をもつフレームは、第１のタイプの発見
ウィンドウの各々中で送信され得る。いくつかの態様によれば、第２のタイプの発見ウィ
ンドウは、（たとえば、ＮＡＮにおけるデバイスのいずれかによって）サービス情報を送
信するために使用され得る。
【００６３】
　[0074]一例では、ＮＡＮデバイスは低電力状態にあり得る。ＮＡＮデバイスは、第１の
タイプの発見ウィンドウまたは第２のタイプの発見ウィンドウのうちの少なくとも１つ中
で、フレームを送信するために低電力状態から出ることを決定し得る。いくつかの態様に
よれば、ＮＡＮデバイスは、第２のタイプの発見ウィンドウのうちのサブセットにおいて
のみ、サービス情報をもつフレームを送信するために低電力状態から出ることがある。い
くつかの態様によれば、ＮＡＮデバイスは、第１のタイプおよび／または第２のタイプの
発見ウィンドウ中に、フレームを取得するために低電力状態から出ることがある。たとえ
ば、ＮＡＮデバイスは、サービス情報を含むフレームを取得し、サービス情報に基づいて
、ＮＡＮにおいて利用可能なサービスを決定し得る。一例では、ＮＡＮデバイスは、サー
ビス情報をもつフレームを取得するために、第２のタイプの発見ウィンドウのサブセット
中で低電力状態から出ることがある。発見ウィンドウのうちのサブセット上においてのみ
送信することは、より大きい電力節約を可能にし得、いくつかの場合には、起こり得る衝
突を回避するために、異なるデバイスが異なる発見ウィンドウを割り当てられることを可
能にし得る。
【００６４】
　[0075]図７は、本開示のいくつかの態様による、例示的な発見ウィンドウ期間を示す例
示的な時間シーケンス図７００である。図７に示されているように、１つの例示的な実装
形態によれば、第１の持続時間を有し、第１の間隔に従って発生する第１のタイプの発見
ウィンドウ中で、ＮＡＮ同期ビーコン７０２が送られ得、第２の短い持続時間を有し、第
２のより短い間隔に従って発生する第２のタイプの発見ウィンドウ中で、ＮＡＮサービス
発見フレーム７０４が送られ得る。
【００６５】
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　[0076]異なるタイプのフレームフォーマットが、ＮＡＮ同期ビーコン７０２およびＮＡ
Ｎサービス発見フレーム７０４のために使用され得る。いくつかの態様によれば、ＮＡＮ
デバイスは、時間同期のためのＮＡＮビーコンとして、ショートプローブ応答フレームフ
ォーマットを使用し得る。
【００６６】
　[0077]図８は、本開示のいくつかの態様による、ＮＡＮ同期または発見ビーコンを使用
され得る例示的なショートプローブ応答フレームフォーマット８００を示す。たとえば、
Ａ１フィールドはソースアドレス（たとえば、ビーコンを送るＮＡＮデバイスのアドレス
）を含み得る。
【００６７】
　[0078]図８に示されているように、Ａ２フィールドはＮＡＮクラスタＩＤを含み得る。
いくつかの場合には、アドレスフィールド中のグループビットは、フレームがグループに
アドレス指定されることを示すために１に設定され得る。ＮＡＮビーコンは、いくつかの
場合には、４６オクテットであり得る。代替的に、異なる長さフィールドの場合、ＮＡＮ
ビーコンは、４０オクテットであり、８８０μｓの送信時間を有し得る。
【００６８】
　[0079]代替的に、ショートビーコンフォーマットが使用され得る。図９は、本開示のい
くつかの態様による、ＮＡＮ同期または発見ビーコンを使用され得る例示的なショートビ
ーコンフレームフォーマット９００を示す。図示のように、いくつかの態様によれば、Ｓ
ＡフィールドはＮＡＮクラスタＩＤに設定され得、ソースアドレスは属性中で搬送され得
る。いくつかの場合には、このＮＡＮビーコンの長さは、４０バイトであり、８００μｓ
の送信時間を有し得る。
【００６９】
　[0080]いくつかの態様によれば、ＮＡＮデバイスは、Ｓ１Ｇ　ＮＡＮにおけるサービス
発見フレームのためにショート管理フレームフォーマットを使用し得る。図１０は、本開
示のいくつかの態様による、例示的なショート管理フレームフォーマット１０００である
。
【００７０】
　[0081]いくつかの態様によれば、Ａ２フィールドは、クラスタＩＤに、またはクラスタ
ＩＤのより短い識別情報（たとえば、クラスタ関連付けＩＤまたはＡＩＤ）に設定され得
る。より短いクラスタＡＩＤを使用することによって、この手法は１２バイトを節約し得
る（これは、６００Ｍｂｐｓにおいて１６０μｓを節約し得る）。クラスタＡＩＤは、た
とえば、クラスタＩＤの２バイトハッシュとして定義され得る。代替的に、クラスタＩＤ
の短い識別情報は、クラスタＩＤの最後の２バイトであり得る。いくつかの場合には、こ
れは、１ｍｓの送信時間をもつ５０バイトの長さをもつフレームを生じ得る。
【００７１】
　[0082]いくつかの態様によれば、Ｓ１Ｇ帯域中で動作するＮＡＮのために本明細書で説
明されるヌメロロジーおよびフレームを使用することは、低電力利用と高速発見のバラン
スをとり得、大きいセンサー展開および屋外拡張範囲を可能にし得る。ＤＷ０は、約４０
～６０個の発見フレームがウィンドウ内で通過することを可能にし得、他の発見ウィンド
ウは、１０～１２個のフレームがウィンドウ内で通過することを可能にし得る。いくつか
の場合には、発見時間をさらに低減するために、デバイスは、所与の動作帯域内のいくつ
かのチャネルのみを探索するように構成され得る。たとえば、ある国または地域において
動作するデバイスは、対応するチャネル、または動作帯域内のチャネルのサブセットを探
索し得る。
【００７２】
　[0083]本明細書で開示された方法は、説明された方法を達成するための１つまたは複数
のステップまたはアクションを備える。本方法のステップおよび／またはアクションは、
特許請求の範囲から逸脱することなく互いに交換され得る。言い換えれば、ステップまた
はアクションの特定の順序が指定されていない限り、特定のステップおよび／またはアク
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ションの順序および／または使用は、特許請求の範囲から逸脱することなく変更され得る
。
【００７３】
　[0084]本明細書で使用される、項目のリスト「のうちの少なくとも１つ」を指す句は、
単一のメンバーを含む、それらの項目の任意の組合せを指す。一例として、「ａ、ｂ、ま
たはｃのうちの少なくとも１つ」は、ａ、ｂ、ｃ、ａ－ｂ、ａ－ｃ、ｂ－ｃ、およびａ－
ｂ－ｃ、ならびに複数の同じ要素をもつ任意の組合せ（たとえば、ａ－ａ、ａ－ａ－ａ、
ａ－ａ－ｂ、ａ－ａ－ｃ、ａ－ｂ－ｂ、ａ－ｃ－ｃ、ｂ－ｂ、ｂ－ｂ－ｂ、ｂ－ｂ－ｃ、
ｃ－ｃ、およびｃ－ｃ－ｃ、またはａ、ｂ、およびｃの任意の他の順序）を包含するもの
とする。
【００７４】
　[0085]本明細書で使用される「決定すること」という用語は、多種多様なアクションを
包含する。たとえば、「決定すること」は、計算すること、算出すること、処理すること
、導出すること、調査すること、ルックアップすること（たとえば、テーブル、データベ
ースまたは別のデータ構造においてルックアップすること）、確認することなどを含み得
る。また、「決定すること」は、受信すること（たとえば、情報を受信すること）、アク
セスすること（たとえば、メモリ中のデータにアクセスすること）などを含み得る。また
、「決定すること」は、解決すること、選択すること、選定すること、確立することなど
を含み得る。
【００７５】
　[0086]いくつかの場合には、フレームを実際に送信するのではなく、デバイスは、送信
のためにフレームを出力するためのインターフェースを有し得る。たとえば、プロセッサ
は、バスインターフェースを介して、送信のためにＲＦフロントエンドにフレームを出力
し得る。同様に、フレームを実際に受信するのではなく、デバイスが、別のデバイスから
受信されたフレームを取得するためのインターフェースを有し得る。たとえば、プロセッ
サは、バスインターフェースを介して、送信のためにＲＦフロントエンドからフレームを
取得（または受信）し得る。
【００７６】
　[0087]上記で説明された方法の様々な動作は、対応する機能を実行することが可能な任
意の好適な手段によって実行され得る。それらの手段は、限定はしないが、回路、特定用
途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、またはプロセッサを含む、様々な（１つまたは複数の）ハ
ードウェアおよび／またはソフトウェア構成要素および／またはモジュールを含み得る。
概して、図に示されている動作がある場合、それらの動作は、同様の番号をもつ対応する
カウンターパートのミーンズプラスファンクション構成要素を有し得る。たとえば、図６
に示されている動作６００は、図６Ａに示されている手段６００Ａに対応する。
【００７７】
　[0088]たとえば、受信するための手段および取得するための手段は、図２に示されてい
るユーザ端末１２０の受信機（たとえば、トランシーバ２５４の受信機ユニット）および
／または（１つまたは複数の）アンテナ２５２、あるいは図２に示されているアクセスポ
イント１１０の受信機（たとえば、トランシーバ２２２の受信機ユニット）および／また
は（１つまたは複数の）アンテナ２２４であり得る。送信するための手段および出力する
ための手段は、図２に示されているユーザ端末１２０の送信機（たとえば、トランシーバ
２５４の送信機ユニット）および／または（１つまたは複数の）アンテナ２５２、あるい
は図２に示されているアクセスポイント１１０の送信機（たとえば、トランシーバ２２２
の送信機ユニット）および／または（１つまたは複数の）アンテナ２２４であり得る。
【００７８】
　[0089]入れるための手段、生成するための手段、含むための手段、決定するための手段
、出るための手段、および更新するための手段は、図２に示されているユーザ端末１２０
のＲＸデータプロセッサ２７０、ＴＸデータプロセッサ２８８、および／またはコントロ
ーラ２８０、あるいは図２に示されているアクセスポイント１１０のＴＸデータプロセッ
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サ２１０、ＲＸデータプロセッサ２４２、および／またはコントローラ２３０など、１つ
または複数のプロセッサを含み得る、処理システムを備え得る。
【００７９】
　[0090]いくつかの態様によれば、そのような手段は、上記で説明された（たとえば、ハ
ードウェアでまたはソフトウェア命令を実行することによって）様々なアルゴリズムを実
装することによって、対応する機能を実行するように構成された処理システムによって実
装され得る。たとえば、第１の間隔に従って発生するネットワークのための第１のタイプ
の発見ウィンドウの発生を決定するアルゴリズム、第１の間隔よりも短い第２の間隔に従
って発生するのための第２のタイプの発見ウィンドウの発生を決定するためのアルゴリズ
ム、ネットワークに関連する少なくとも１つの他の装置から、第１のタイプの発見ウィン
ドウまたは第２のタイプの発見ウィンドウのうちの少なくとも１つ中に、時間同期情報ま
たはサービス情報のうちの少なくとも１つを取得するためのアルゴリズム、およびネット
ワークにおける送信のために、第１のタイプの発見ウィンドウまたは第２のタイプの発見
ウィンドウのうちの少なくとも１つ中に、時間同期情報またはサービス情報のうちの少な
くとも１つを出力するためのアルゴリズム。
【００８０】
　[0091]本開示に関連して説明された様々な例示的な論理ブロック、モジュールおよび回
路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（Ａ
ＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）または他のプログラマブ
ル論理デバイス（ＰＬＤ）、個別ゲートまたはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成
要素、あるいは本明細書で説明された機能を実行するように設計されたそれらの任意の組
合せを用いて実装または実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得る
が、代替として、プロセッサは、任意の市販のプロセッサ、コントローラ、マイクロコン
トローラ、または状態機械であり得る。プロセッサはまた、コンピューティングデバイス
の組合せ、たとえば、ＤＳＰとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッ
サ、ＤＳＰコアと連携する１つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは任意の他のそ
のような構成として実装され得る。
【００８１】
　[0092]ハードウェアで実装される場合、例示的なハードウェア構成はワイヤレスノード
中に処理システムを備え得る。処理システムは、バスアーキテクチャを用いて実装され得
る。バスは、処理システムの特定の適用例および全体的な設計制約に応じて、任意の数の
相互接続バスおよびブリッジを含み得る。バスは、プロセッサと、機械可読媒体と、バス
インターフェースとを含む様々な回路を互いにリンクし得る。バスインターフェースは、
ネットワークアダプタを、特に、バスを介して処理システムに接続するために使用され得
る。ネットワークアダプタは、ＰＨＹレイヤの信号処理機能を実装するために使用され得
る。ユーザ端末１２０（図１参照）の場合、ユーザインターフェース（たとえば、キーパ
ッド、ディスプレイ、マウス、ジョイスティックなど）もバスに接続され得る。バスはま
た、タイミングソース、周辺機器、電圧調整器、電力管理回路など、様々な他の回路をリ
ンクし得るが、これらの回路は当技術分野でよく知られており、したがってこれ以上説明
されない。プロセッサは、１つまたは複数の汎用および／または専用プロセッサを用いて
実装され得る。例としては、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、ＤＳＰプロセ
ッサ、およびソフトウェアを実行することができる他の回路がある。当業者は、特定の適
用例と、全体的なシステムに課される全体的な設計制約とに応じて、どのようにしたら処
理システムについて説明された機能を最も良く実装し得るかを理解されよう。
【００８２】
　[0093]ソフトウェアで実装される場合、機能は、１つまたは複数の命令またはコードと
してコンピュータ可読媒体上に記憶されるか、あるいはコンピュータ可読媒体を介して送
信され得る。ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロ
コード、ハードウェア記述言語などの名称にかかわらず、命令、データ、またはそれらの
任意の組合せを意味すると広く解釈されたい。コンピュータ可読媒体は、ある場所から別
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の場所へのコンピュータプログラムの転送を可能にする任意の媒体を含む、コンピュータ
記憶媒体と通信媒体の両方を含む。プロセッサは、機械可読記憶媒体に記憶されたソフト
ウェアモジュールの実行を含む、バスおよび一般的な処理を管理することを担当し得る。
コンピュータ可読記憶媒体は、プロセッサがその記憶媒体から情報を読み取ることができ
、その記憶媒体に情報を書き込むことができるように、プロセッサに結合され得る。代替
として、記憶媒体はプロセッサと一体であり得る。例として、機械可読媒体は、すべてが
バスインターフェースを介してプロセッサによってアクセスされ得る、伝送線路、データ
によって変調された搬送波、および／またはワイヤレスノードとは別個のその上に記憶さ
れた命令をもつコンピュータ可読記憶媒体を含み得る。代替的に、または追加として、機
械可読媒体またはその任意の部分は、キャッシュおよび／または汎用レジスタファイルが
そうであり得るように、プロセッサに統合され得る。機械可読記憶媒体の例は、例として
、ＲＡＭ（ランダムアクセスメモリ）、フラッシュメモリ、ＲＯＭ（読取り専用メモリ）
、ＰＲＯＭ（プログラマブル読取り専用メモリ）、ＥＰＲＯＭ（消去可能プログラマブル
読取り専用メモリ）、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）（電気消去可能プログラマブル読取り専
用メモリ）、レジスタ、磁気ディスク、光ディスク、ハードドライブ、または他の好適な
記憶媒体、あるいはそれらの任意の組合せを含み得る。機械可読媒体はコンピュータプロ
グラム製品において実施され得る。
【００８３】
　[0094]ソフトウェアモジュールは、単一の命令、または多数の命令を備え得、いくつか
の異なるコードセグメント上で、異なるプログラム間で、および複数の記憶媒体にわたっ
て分散され得る。コンピュータ可読媒体はいくつかのソフトウェアモジュールを備え得る
。ソフトウェアモジュールは、プロセッサなどの装置によって実行されたときに、処理シ
ステムに様々な機能を実行させる命令を含む。ソフトウェアモジュールは、送信モジュー
ルと受信モジュールとを含み得る。各ソフトウェアモジュールは、単一の記憶デバイス中
に常駐するか、または複数の記憶デバイスにわたって分散され得る。例として、トリガイ
ベントが発生したとき、ソフトウェアモジュールがハードドライブからＲＡＭにロードさ
れ得る。ソフトウェアモジュールの実行中、プロセッサは、アクセス速度を高めるために
、命令のいくつかをキャッシュにロードし得る。次いで、１つまたは複数のキャッシュラ
インが、プロセッサによる実行のために汎用レジスタファイルにロードされ得る。以下で
ソフトウェアモジュールの機能に言及する場合、そのような機能は、そのソフトウェアモ
ジュールからの命令を実行したときにプロセッサによって実装されることが理解されよう
。
【００８４】
　[0095]また、いかなる接続もコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。たとえば、ソフ
トウェアが、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線
（ＤＳＬ）、または赤外線（ＩＲ）、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使
用して、ウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケ
ーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ、または赤外線、無線、およびマ
イクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用されるディス
ク（disk）およびディスク（disc）は、コンパクトディスク（disc）（ＣＤ）、レーザー
ディスク（登録商標）（disc）、光ディスク（disc）、デジタル多用途ディスク（disc）
（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク（disk）、およびＢｌｕ－ｒａｙ（登録商
標）ディスク（disc）を含み、ここで、ディスク（disk）は、通常、データを磁気的に再
生し、ディスク（disc）は、データをレーザーで光学的に再生する。したがって、いくつ
かの態様では、コンピュータ可読媒体は非一時的コンピュータ可読媒体（たとえば、有形
媒体）を備え得る。さらに、他の態様では、コンピュータ可読媒体は一時的コンピュータ
可読媒体（たとえば、信号）を備え得る。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内
に含まれるべきである。
【００８５】
　[0096]したがって、いくつかの態様は、本明細書で提示された動作を実行するためのコ
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ンピュータプログラム製品を備え得る。たとえば、そのようなコンピュータプログラム製
品は、本明細書で説明された動作を実行するために１つまたは複数のプロセッサによって
実行可能である命令をその上に記憶した（および／または符号化した）コンピュータ可読
媒体を備え得る。たとえば、第１の間隔に従って発生するネットワークのための第１のタ
イプの発見ウィンドウの発生を決定するための命令、第１の間隔よりも短い第２の間隔に
従って発生するのための第２のタイプの発見ウィンドウの発生を決定するための命令、ネ
ットワークに関連する少なくとも１つの他の装置から、第１のタイプの発見ウィンドウま
たは第２のタイプの発見ウィンドウのうちの少なくとも１つ中に、時間同期情報またはサ
ービス情報のうちの少なくとも１つを取得するための命令、およびネットワークにおける
送信のために、第１のタイプの発見ウィンドウまたは第２のタイプの発見ウィンドウのう
ちの少なくとも１つ中に、時間同期情報またはサービス情報のうちの少なくとも１つを出
力するための命令。
【００８６】
　[0097]さらに、本明細書で説明された方法および技法を実行するためのモジュールおよ
び／または他の適切な手段は、適用可能な場合にユーザ端末および／または基地局によっ
てダウンロードされ、および／または他の方法で取得され得ることを諒解されたい。たと
えば、そのようなデバイスは、本明細書で説明された方法を実行するための手段の転送を
可能にするためにサーバに結合され得る。代替的に、本明細書で説明された様々な方法は
、ユーザ端末および／または基地局が記憶手段をデバイスに結合するかまたは与えると様
々な方法を得ることができるように、記憶手段（たとえば、ＲＡＭ、ＲＯＭ、コンパクト
ディスク（ＣＤ）またはフロッピーディスクなどの物理記憶媒体など）によって提供され
得る。その上、本明細書で説明された方法および技法をデバイスに提供するための任意の
他の好適な技法が利用され得る。
【００８７】
　[0098]特許請求の範囲は、上記で示された厳密な構成および構成要素に限定されないこ
とを理解されたい。上記で説明された方法および装置の構成、動作および詳細において、
特許請求の範囲から逸脱することなく、様々な改変、変更および変形が行われ得る。
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